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むつ市都市計画マスタープラン

他の都市的利用
の方針は無い
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変更理由について

ごみ焼却場アックス・グリーンは平成１５年３月に竣工し、地域
の重要なごみ焼却場として稼働し都市環境の良好な形成に寄与して
きました。
現在、施設が老朽化し、焼却に必要なＬＰガスや電気料金の増大

により、施設の持続可能性が難しい状況にあります。
そのため、維持管理が容易で経済性に優れた施設へと更新すると

ともに、排熱を有効利用し電力を得ることで融雪に活用するなどの
エネルギーのリサイクルや、環境学習のための見学施設を整備する
など循環型社会の形成に資する施設にします。
このことから、都市施設であるごみ焼却場を変更し、施設の良好

な維持管理及び循環型社会の形成により、都市の健全な発展を進め
るものです。
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ごみ焼却場 変更内容について

既存の区域 約2.3ha

追加区域 約1.9ha

新施設の整備箇所として約1.9haの区域を追加し、
合計約4.2haとします。
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２．素案への意見書受付（約2週間）

３．原案説明会

６．都市計画法第17条に基づく2週間強の案の縦覧

17条縦覧：意見書受付

５．都市計画公聴会

5月16日～5月31日

7月30日

７．むつ市都市計画審議会 案審議

8月8日～8月26日

9月25日

7月9日

１．素案説明会 2019年5月15日

４．原案縦覧・公述人募集

原案作成

7月10日～7月23日

案作成

スケジュールは変更する場合もあります。市ホームページをご覧ください。
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素案へのご意見について

記入必要事項
• 住所、氏名、電話番号
• 職業、お勤め先（任意）

参考様式を作成していますので、よろしければご活用ください。
• 参考様式の入手方法

 素案説明会での配布、市ホームページからのダウンロード、
市本庁舎都市計画課窓口カウンター

意見書提出先
• 〒035-8686 むつ市中央一丁目8番1号

むつ市都市整備部都市計画課 都市計画係
• Ｅメール： toshikeikaku@city.mutsu.lg.jp

意見提出方法は、郵送、Ｅメール、または直接提出とします。
電話や口頭での意見は受付しませんのでご了承願います。

意見書受付期間：2019年5月16日（木）～5月31日（金）


